
 

 

 

本データの公表は、次世代育成支援対策推進法第 19条第５項および女性の職業生活における活躍

の推進に関する法律第 19 条第６項、第 21条に基づき行うものです。 

 

１．実施状況 

項目 

実績値 
目標値 

(令和 7 年度) 
計画策定時 

（令和４年３月時点） 
現 状 

男性職員の育児休業の取得率 10.3％（令和 3 年度） 21.0％（令和 4 年度） 100％ 

女性職員の育児休業の取得率 100％（令和 3 年度） 100％（令和 4 年度） 100% 

男性職員の出産サポート休暇の 

取得率 ※1 
45.2％（令和 3 年度） 85.7％（令和４年度） 100% 

男性職員の子育てパパ休暇の 

取得率 ※2 
27.7％（令和 3 年度） 56.2.％（令和４年度） 100% 

管理職に占める女性の割合 25.4％（令和 3 年度） 24.5％（令和 5 年度） 33％以上 

役職者に占める女性の割合 32.5％（令和 3 年度） 33.9％（令和 5 年度） 38％以上 

年次有給休暇の平均取得日数 16.5日（令和 3 年度） 16.5日（令和 4 年度） 16日以上 

夏季特別休暇の取得率 99.2％（令和 3 年度） 99.1％（令和 4 年度） 100% 

年間時間外勤務 720 時間超の職員数 479人（令和 3 年度） 548人（令和 4 年度） 0人 

事務職員等時間外勤務の状況 

（一人一月あたりの平均時間外勤務時間） 
6.1時間（令和 3 年度） 6.2時間（令和 4 年度） - 

 

※１ 男性職員の出産サポート休暇 

妻が出産する場合、出産予定日前６日から出産日後１４日までの間に、男性職員が取得可能な特別休暇（最大２日） 

※２ 男性職員の子育てパパ休暇 

妻が出産する場合、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子の養育をする場合に、妻の出産予定

日の８週間前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの期間内に、育児参加のために取得可能な特別休暇

（最大５日） 

 

２．主な取組内容 

○管理職研修の実施 

・育児休業等の適切な取得 

○管理職の育児休業に伴う、管理職の複数配置 

○長期休業中におけるテレワークの実施 

○「わたしの育児計画書」の活用による休暇休業の取得支援 

○学校事務職員の係長級昇任試験実施時の託児所の開設 

○役職者ハラスメント防止研修の実施 

○出産を迎える女性の母性保護と活躍を推進するため、3月末までに妊娠が判明し派遣願が提出された

教職員に対して４月当初から常勤講師等を派遣する制度「妊娠サポート」を実施。 

○育児短時間勤務をする養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員及び学校事務職員の業務や学校園の運営を

支援するため、常勤の臨時養護助教諭、臨時技師又は臨時主事の加配配置「育児サポート」を実施。 

「堺市職員ワーク・ライフ・バランス計画」の実施状況等の公表について 

（学校園勤務の教職員） 



１．全職員に係る情報

％

％

％

２．「任期の定めのない常勤職員」に係る役職段階別及び勤続年数別の情報

(1) 役職段階別

％

％

％

(2) 勤続年数別

％

％

％

％

％

％

％

％

【説明欄】

26～30年 88.5

*　勤続年数は、採用年度を勤続年数1年目とし、情報公表の対象となる年度までの年度単位で算出している。

21～25年 88.5

16～20年 88.5

11～15年 90.7

6～10年 95.2

1～5年 96.9

○地方公共団体における「任期の定めのない常勤職員」の給料については、各地方公共団体の
　条例で定める給料表に基づき、その職務の複雑・困難・責任の度合いに基づく職務の級と勤続
　年数等により決定されます。同一の級・号給であれば、同一の額となり、性別により給与に差異
　が生じることはありません。
　
○「男女の給与の差異」が生じている主な要因として、扶養手当について女性と比較して男性が
　受給している場合が多く、扶養手当の受給者に占める男性の割合は約68.3%であることが挙げ
　られます。

勤続年数 男女の給与の差異
（男性の給与に対する女性の給与の割合）

36年以上 90.7

31～35年 91.5

校長相当職 98.4

教頭相当職 101.6

主幹・指導教諭相当職 100.2

役職段階 男女の給与の差異
（男性の給与に対する女性の給与の割合）

令和4年度　職員の給与の男女の差異の情報公表（学校園勤務の教職員）

特定事業主名：堺市教育委員会

職員区分 男女の給与の差異
（男性の給与に対する女性の給与の割合）

任期の定めのない常勤職員 94.6

任期の定めのない常勤職員以外の職員 99.3

全職員 96.0

*　地方公共団体における「任期の定めのない常勤職員」の給料については、各地方公共団体の条例で
　定める給料表に基づき決定されており、同一の級・号給であれば、同一の額となっている。


